
１ 概要 

（１）入所年齢 生後８週経過後から小学校就学前まで 

（２）定員 ８０名 

（３）開所時間 

【保育標準時間】…保育標準時間認定を受けた保護者 

≪平日≫ 午前 7時 30分から午後 6時 30分 

 ≪土曜≫ 午前 7時 30分から午後 5時 00分 

●延長保育 

保育所が定める保育時間(11時間)以外の時間帯において、やむを得ない 

事情により保育が必要な場合は、平日のみ延長保育を提供します。 

平日：午後 6時 30分～午後 7時 

 

【保育短時間】……保育短時間認定を受けた保護者 

≪平日≫ 午前 8時 00分から午後 4時 00分 

 ≪土曜≫ 午前 8時 00分から午後 4時 00分 

●延長保育 

保育所が定める保育時間(8時間)以外の時間帯において、やむを得ない 

事情により保育が必要な場合は、延長保育を提供します。 

平日：午前 7時 30分～午前 8時 午後 4時～午後 7時 

土曜：午前 7時３０分～午前 8時 午後 4時～午後 5時 

 

２ 保育目標 

「豊かな心をもち、生き生きと生活を楽しむ子ども」の育成 

〈めざす子ども像〉 

○元気でのびのびと生活する子ども 
○自ら考え行動する子ども  
○根気強く取り組む子ども 
○優しく思いやりのある子ども 

 

３ 保育の基本方針 

 ◎元気にたくましく生きていくための健康な体作りをめざし、のびのびと体を動かし

ながら遊び楽しむ保育の実践。⇨健やかな体を育む 

◎保育所内の恵まれた自然環境、地域の伝統文化や人々との交流を生かした保育の実

践。⇨豊かな心を育む 

◎子どもたちの主体的な遊びを大切にし、遊びの中で発達していく姿を様々な角度か

ら総合的に捉え、発達にとって必要な環境構成や援助ができる保育の実践。⇨学びの

基盤を育む 


